
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 

人事・労務に役立つ NEWS LETTER 

事 務 所 通 信 

令和８年度の労働保険の年度更新 期間などを確認しておきましょう 

2026年（令和 8年）6月号 

11200日 

令和８年度の税制改正により、次のような改正が⾏われることになりました。 

厚生労働省から、令和８年度の労働保険の年度更新のお知らせがありました。 

その期間などを確認しておきましょう。 

令和８年度税制改正による所得税の基礎控除の引き上げ等について 

国税庁が情報提供開始 

 

発行：ウィステリア社労士事務所 
〒552-0007 大阪市港区弁天 1-2-1大阪ベイタワー14F 

★厚生労働省からは、令和８年度の年度更新関係の申告

書の書き方についてまとめたパンフレットも公表されて

います。必要であれば、お声掛けください。そのＵＲＬな

どをお伝えします。 

要確認 

■ 所得税の基礎控除について、その額を最大 58 万円から「最大 62 万円」に引き上げ 

さらに、特例によりその額をさらに引き上げ、「最大 104 万円」に 

■ 給与所得控除について、最低保障額を 65 万円から「74 万円」に引き上げ 

■ 扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 58 万円以下から 

「62 万円以下」に引き上げ                             など 

  これらの改正規定は、令和８年分の所得税について、令和８年 12月に行う年末調整から適用。 

そのため、当該年末調整においては、次のような点に留意が必要！ 

□ 改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる従業員がいないかを確認する必要がある。 

……従業員から、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の提出を受け、確認 

････････････････････････令和８年度の労働保険の年度更新のお知らせ（厚生労働省）･･････････････････････ 

６ 
2026 

･････････････････････････････令和８年度税制改正（源泉所得税関係）の概要････････････････････････････ 

令和８年度の年度更新のポイント 

☑ 年度更新期間は 

６月１日（月）～７月 10 日（金）です。 

☑ 年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労

働基準監督署への郵送、または「電子申請」でも受

け付けられており、直接窓口へ出向くことなく申告

することができます。 

☆ 今回の年度更新では、令和８年度から雇用保険率 

が改定されたことから、令和７年度の確定保険料は

改定前の雇用保険率、令和８年度の概算保険料は改

定後の雇用保険率を用いて計算することになるとい

った注意点があります。油断せずに申告書を作成す

る必要があります。 

決定済み・ 

施行待ちの改正 
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6/1 ● 労働保険の年度更新手続きの受付開始（～7/10） 

6/10 ● 5 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

● 納期特例の適用を受けている個人住民税特別徴収税（2025 年 12 月から 2026 年 5 月分）の納付 

6/30 ● 5 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● 4 月決算法人の確定申告と納税・10 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

 

厚生労働省と中小企業庁では、共同して、最低賃金・賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支

援施策をまとめたリーフレットを公表しています。これが、令和８年４月下旬に更新されました。最新版を確

認しておきましょう。 

★国税庁では、これらの改正について、専用のページを設け、情報の提供を始めました。上記の改正規定は、

令和８年分の所得税について、令和８年 12 月に⾏う年末調整から適用されます。年末調整が近づいてきまし

たら、国税庁の情報などから抜粋して、より具体的な内容をお伝えしたいと思います。 

････････････････「賃金引き上げの支援策（リーフレット）2026年４月 24日更新」の１ページ目････････････････ 

･･･････････ 

★このリーフレットで

は、左記のような形で支

援策が紹介されていま

す。さらに詳しいパンフ

レットやマニュアルも公

表されていますので、必

要であればお声掛けくだ

さい。そのＵＲＬなどを

お伝えします。 

賃金引き上げの支援策をまとめたリーフレットなどを更新（厚労省・中小企業庁） 

お仕事 

カレンダー 

６月 

□ 改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算を⾏う必要がある。 

〈補足〉毎月の給与等からの所得税の源泉徴収事務においては、令和９年１月以後に支払うべき給与等から、上記の改正も考

慮した新たな源泉徴収税額表を用いることとされています。 

 こんな改正も➔源泉徴収税額表により求めた税額には、「所得税のほか、復興特別所得税〔税率 2.1％〕も含む」こととされて

いますが、令和９年分以後は、「所得税のほか、防衛特別所得税〔税率 1.0％〕及び復興特別所得税〔税率 1.1％〕〔合計税率 2.1％〕

も含む」こととされます（2.1％分の内訳を変更）。なお、これに伴い、復興特別所得税の課税期間が 10 年間延長されます。 

要確認 


